
　高齢者向け返済特例以外の返済方法の場合は、次のいずれかをご覧ください。

　・「災害復興住宅融資金利（個人向け）のお知らせ＜一般災害＞」

　・「災害復興住宅融資金利（個人向け）のお知らせ＜東日本大震災＞」

適用期間

　令和６年３月１日～令和６年３月31日までに融資のお申込みをされた方

　令和６年４月１日 （発表:令和６年３月28日14時）

○　融資の条件や手続については、「災害復興住宅融資のご案内＜高齢者向け返済特例＞」

　（パンフレット）又は当機構ホームページ（www.jhf.go.jp）をご覧ください。

融　資　金　利 全期間 年

〔年 〕

〔参考〕　

    毎月の支払額は、利息のみの支払いになります。以下の計算式で求めることができます。

　　　借入希望額(１万円単位)　×　融資金利　÷　12　(１円未満切捨て)

※　元金は、借り入れた方全員がお亡くなりになったときの一括返済となります。詳しくは次ページ

　　をご覧ください。

※　予め機構と覚書を締結した地方公共団体を賃貸人とする借地において、土地への抵当権設定を不要

　　とする取扱いの場合に適用する金利は、上記金利に年0.96％上乗せした金利となります。

〔　　〕内の金利は、改定前の金利です。

　　返済特例）　　

次回の融資金利改定スケジュール（予定）
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